
 
 
 
 
 
  

自分だけは事故を起こさないと思っていませんか？ 
◇ 令和元年、青梅警察署管内交通人身事故発生件数 ３５１件 ◇ 

～青梅警察署管内における交通人身事故の特徴～ 
通勤通学の時間帯に多く事故が発生しており、出会い頭が 

３０.４％、追突が２３.４％と半数以上を占めています。 

交差点等では次の事項に気を付けるようにしましょう。 

・ 通勤通学時間帯は、子供の飛び出し等を予見する運転を 

心がけ、薄暮時間帯には早めにライトを点灯しましょう。 

・ 横断歩道がある場所で、歩行者や、自転車（特に高齢者 

や子ども）が待っている時は必ず一時停止をして、優先し 

て渡ってもらいましょう。 

・ 一時停止場所における衝突事故も多発していますので確 

実に一時停止を行い、安全確認をしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高齢者の事故が増えています。あなたの運転は大丈夫？ ※ 

昨年の交通事故件数の内、高齢者（６５歳以上）の事故関与率が３８.５％と高くなっています。 

高齢ドライバーの方やドライバーのご家族の方は、下記の項目のいずれかに当てはまったら一

度話し合い、勇気をもって免許返納をお勧めください。 

・右左折ウインカーを間違って出したり忘れたりする 

 ・歩行者、障害物、他の車に注意がいかないことがある 

 ・カーブをスムーズに曲がれないことがある 

 ・車庫入れの時、塀や壁をこすることが増えた 

問い合わせ 青梅警察署 交通課  ２２－０１１０ 

「青梅 安全・安心かわら 

版」には、皆様の身近で発生 

する事件・事故の発生状況や 

「今後の対策はどのようにす 

れば良いのか」という“被害 

防止”のための情報を積極的に掲載して

まいります。皆様のご協力を頂きながら、

これからも安全で安心して暮らせる街と

なるよう取り組んでまいります。是非、

ご一読の上、参考にしていただければ幸

いです。 

私たちの大切な家族や  
地域を守るために、常日  
頃から“防犯・防災”に  
対する意識を持ち、行動  
することは、とても重要  
なことです。市では、青梅警察署や各

種団体と連携を図り、安全対策を実施して

います。この「青梅 安全・安心かわ

ら版」が、ご家庭や地域等で、“安全”

についての認識を深めていただくき

っかけとなれば幸いです。 

0時～4時

1%

20時～24

時

8%

4時～8時

12%

12時～16

時

21%
8時～12

時

27%

16時～20

時

31%

時間帯別

青梅市長 浜中啓一 青梅警察署長 桑嶋康雄 

発
行
に
あ
た
っ
て 

市公式キャラクター 
「ゆめうめちゃん」  ◇第１号（春号）◇  令和２年３月２５日発行  発行者 青梅市、青梅警察署 

警視庁キャラクター 
「ピーポくん」 

トンネル

1%
その他

4%

単路その

他

39%

交差点・

交差点付

近

56%

場所別

運転免許証の自主返納 

運転経歴証明書の交付 

▼
交
通
事
故
に
よ
り
、
横
転
し

た
車
両 



 

◇令和元年、青梅市内特殊詐欺発生状況 １８件 被害額 約２１９２万円◇ 
市内では昨年、１８件の特殊詐欺の被害が発生しています。不審な電話がかかってきたら、一

人で悩まず、すぐに警察署や市役所消費者相談室（☎22-6000）に相談してください。 

自分は大丈夫だと思っていても、どなたでも被害に遭う可能性があります。被害に遭わないた

めに、常時留守番電話に設定し、知らない人の電話には出ない対策をしましょう。 

また、電話に出ない対策として迷惑防止機能付き電話機への買い替えもご検討ください。 

 
 
警視庁では詐欺被害防止のため、一定額以上の取引があった場合、警察官が金融機  
関に赴き使用用途などを確認させていただく場合があります。 

 

◇市役所の自動通話録音機貸与をご活用ください◇ 

市役所では、市内在住で６５歳以上の方を対象に自動通話録音機の無償貸与を行なっています。

在庫状況につきましては市役所市民安全課（☎22-1111）にお問い合わせください。 

問い合わせ 青梅警察署 生活安全課 ☎２２－０１１０ 

わが町の交番・駐在所紹介  畑中駐在所 

～自 転 車 損 害 賠 償 保 険 加 入 義 務 化 ！都 民 全 員 が対 象 です～ 
自転車に関連する事故の多発により令和２年４月１日から、東京都の条例（東京都自転車の安

全で適正な利用の促進に関する条約）が改正されます。自転車利用中の事故により、他人にケガ

をさせてしまった場合の損害を賠償する、損害賠償保険の加入が義務化されます。ご自身が入ら

れている自動車保険や火災保険等の特約に、損害賠償保険が付いている場合があります。この場

合は、新たに保険に加入する必要はありませんので、まずはご自身の入られている保険の内容を

ご確認ください。 

なお、各市町村で実施されている交通災害共済（ちょこっと共済）は、 

相手の損害を賠償する保険ではありませんのでご注意ください。 

詳しくは、下記都ＨＰをご覧ください。 

http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp 

問い合わせ 青梅市役所 市民安全課 ☎２２－１１１１ 

畑中駐在所 杉本巡査長 
～ パ ト ロ ー ル を 強 化 し 、 畑 中 を 守 り ま す ！ ～  

畑中地区は昔、文字通り畑が多い地区でしたが、今は人口も増え、

閑静な住宅街になりつつあります。昨年は自転車、バイクの窃盗、

器物損壊事件、また侵入窃盗事件も発生していますので、ワンドア

ツーロック対策等をお願いします。  
パトロールや交差点で警戒するなど皆さんの安心、安全を守って

まいります。  
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ご協力をお願いします 

http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp

